
                                   

                 

 

 

 

 栗東市・野洲市・守山市で構成している「国道８号野洲栗東バイパス整備促進期成同盟会」では、国道８号バイパス

の話題や進捗状況等をお知らせするため、随時、トピックスを発行しています。 

--------------------------------------------------------------------------------------- 

○国道8号野洲栗東バイパス 事業進捗状況 

・バイパスの構造が決定！ 

野洲栗東バイパスは、野洲・栗東間の慢性的 

な交通渋滞を解消することを目的とした道路で 

あることから、本線部分を高架構造や盛土構造 

にすることによって、主要な道路と立体交差し、 

信号のない道路として整備されます。 

また、野洲川橋梁区間と一部の地域を除いて、 

本線両側に、側道と歩道が整備されます。 

 

・ランプの位置が決定！ 

 野洲栗東バイパスは、地域の利便性を高める 

機能も併せ持つ道路であることから、バイパス 

と主要な道路との交差部には、本線へ乗り降り 

する道路（ランプ）が設置されます。 

この度、ランプの位置が決定し、周辺の地域の 

皆さまがバイパス本線を効果的に利用すること 

が可能になりました。 

野洲栗東バイパスがより多くの人々に利用され 

ることで、国道８号の渋滞が緩和されるととも 

に、周辺の生活道路への一般車両の進入が減少 

することが期待されます。 

 

○工事・発注状況                                ・工事発注予定 

・工事進捗状況                                大中小路地区橋梁下部工事 

野洲市妙光寺地区から三上地区にかけて地盤改良工、盛土工、擁壁工、バイパスを  三上地区橋脚工事 

横断するカルバート工などが行われています。                  大橋地区道路改良工事  

来年度には栗東市域においても文化財調査等の調査や改良工事が予定されています。   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国道８号野洲栗東バイパス トピックス №６ （平成３０年３月号） 

※国道8号野洲栗東バイパスにかかる現在の話題をみなさまにご提供します。 

盛土工及び擁壁工 

 

 

カルバート工 擁壁工 

 

 

位置図 

 【代表断面図】国土交通省近畿地方整備局 滋賀国道事務所より 



○各地区（市）の状況（H３０.1月末時点）   

★野洲市-市域約 1.9km 全区間で道路幅杭設置及び用地測量を完了されました。市内農地部の用地買収を完了し、未買収の事業用

地については引き続き用地交渉を進められています。29 年度からは、妙光寺及び三上地区の買収地内 L＝0.93km において本格

的に工事着手し、カルバート工、擁壁工、排水構造物設置等の工事を実施されています。 
 

★守山市-市域約 0.5km 全区間で道路幅杭設置、用地測量、用地買収を完了されました。 
 

★栗東市-市域約 2.3km 区間のうち約 2.2km の区間で道路幅杭の設置を完了されました。手原地区では国道 1 号との交差部の計

画が固まったことから道路計画の地元説明会を開催されました。宅屋地区では今年度から用地買収に着手し、栗東市域では約８割

の用地が取得出来ています。未買収の事業用地については引き続き用地交渉を進められています。また、買収した箇所において仮

設の畦畔、水路等の保全工事を実施されています。 

 

○H2９年度 国道８号野洲栗東バイパス整備促進期成同盟会の活動  

・H2９.5.９ 平成2９年度の総会を開催し、平成34年度開通を決議。 

 国道８号野洲栗東バイパスの整備促進と早期完成を目的に組織している当同盟会では、 

開通の目標時期を「平成36年開催の滋賀国体の2年前（平成34年度）」とする決議を総会 

において採択しました。総会で決議した主な内容は以下のとおりです。 

1．国道8号野洲栗東バイパスの平成34年度供用開始並びに全区間の整備促進 

2．事業効果が高いとする、栗東第二インターチェンジから県道片岡栗東線間の優先的な整備促進 

3．関係する各種道路整備事業と連携した「道路ネットワーク」の構築に向け、大幅な増額による道路整備財源の確保及び道路財

特法の延長 

 

・早期完成に向け、各関係機関に要望活動を実施。 

 当同盟会では、内閣府、財務省、国土交通省、滋賀県、地元選出の国会議員など各関係者に対し、早期完成に向け、要望活動を

行いました。要望活動の主な相手方は以下のとおりです。 

  H29.7.19  滋賀県副知事、国土交通省近畿地方整備局副局長、滋賀県議会議長・副議長、滋賀県道路公社理事長他 

    H29.8.4   菅 内閣府官房長官、三木 財務政務官、海堀 内閣府政策統括官（防災担当）、和田 国土交通省道路局次長他 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○石井 国土交通大臣の視察  

  H29.7.15 石井大臣が滋賀県（国道８ 

号野洲栗東バイパス他）を視察されるにあ 

たり、国道８号の現状や事業の概要、バイ 

パス整備による事業効果等を説明し、早期 

完成に向け、継続的な予算措置・道路財特 

法の延長等の要望活動を行いました。 

 

国道 8 号野洲栗東バイパスの整備促進につきまして、引き続き、みなさまのご理解とご協力をよろしくお願いいたします。 
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石井 国土交通大臣へ要望活動 野村 栗東市長から大臣へ説明 

宮本 守山市長挨拶(総会時) 
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